
自動車取得税の軽減措置等の改正について
平成22年度の税制改正により、排出ガス性能・燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車につ

いて 次のとおり自動車取得税の税率の軽減措置が講じられましたいて、次のとおり自動車取得税の税率の軽減措置が講じられました。

区 分 要 件 等
軽 減 内 容

新 車 中古車

電 気 自 動 車

税率から
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軽減天然ガス
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４
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３
・
31
ま

・
３
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平成17年排出ガス基準75％
低減認定車（☆☆☆☆）
のステッカー貼付車

平成22年度燃費基準＋25％
達成車のステッカー貼付車
（ガソリン車・ＬＰＧ車）
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＋
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自動車
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＋
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税

クリーンディーゼル
自動車

平成21年排出ガス規制（ポスト新長期規制）に
適合したディーゼル乗用車

税率から

0.5％
軽減

※１

達成車のステッカ
貼付車

減
車

※ ディーゼル車の場合、「平成17年度燃費基準＋25％達成車」のステッカー貼付車が対象です。
※１ H22.4.1からH22.8.31までの取得に限られます。

裏面もみてね！

※ から までの取得に限られます。

青森県・東青地域県民局県税部



区 分 要 件 等
軽減内容

新 車 中古車

3.5t超
12t
以下

税率から

2.0％
軽減

※１

※２
＋

平成21年排出ガス規制
（ポスト新長期規制）適合車

ディーゼル

バス・

トラック

1/4
税率

税率から

1.0％
軽減

※２
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2.5t以下
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ン車・
LPG車 1/4
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取得価額
から

30万円
控除

24
・
３
・
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ま
で
の

テッ 貼付車
減

平成17年排出ガス基準
75％低減認定車（☆☆☆☆）

平成22年度燃費基準＋25％
達成車

※

H
22
・
４

＋

低燃費
乗用車等

2.5t超3.5t
以下のガ
ソリン車

2.5t以下

取
得

・
１
か
ら
H
24
・
３

※※
＋

＋

平成27年度燃費基準達成車
平成17年排出ガス基準
75％低減認定車（☆☆☆☆）

2.5t以下
のガソリ
ン車・
LPG車

1/2
税率

取得価額
から

15万円
控除

2.5t超3.5t
以下のガ

・
31
ま
で
の
取
得

平成17年排出ガス基準
75％低減認定車（☆☆☆☆）

平成22年度燃費基準＋15％または＋20％達成車

＋
以下のガ
ソリン車

※ ディーゼル車の場合、「平成17年度燃費基準＋25％達成車」のステッカー貼付車が対象です。
※※ ディーゼル車の場合、「平成17年度燃費基準＋15％または20％達成車」のステッカー貼付車が対象です。
※１ H22.4. 1からH22.9.30 までの取得に限られます。
※２ H22.10.1からH23.8.31までの取得に限られます。
※３ H22 4 1からH22 8 31までの取得に限られます

平成27年度燃費基準達成車平成17年排出ガス基準
50％低減認定車（☆☆☆）

（H22.5.21）

※３ H22.4. 1からH22.8.31までの取得に限られます。

（ 問い合わせ先 ）

東青地域県民局県税部
所在地： 〒030-8530 青森県青森市新町二丁目４－３０ 県庁舎北棟3階
電話番号（直通）： ０１７－７３４－９９７４

詳しくは、東青地域県民局県税部課税第三課へご連絡ください。


